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住民税の基礎知識

　住民税は、原則として「個人の前年の
所得」に対して課税され、毎年１月１日
時点で住所を有する都道府県と市区町村
に対して納めます。所得税は納税者が自
ら所得と税額を計算する申告納税方式が
原則ですが、住民税の場合は都道府県や

市区町村が税額を計算し、納税者に通知
する賦課課税方式となっています。した
がって納税者は、送付された納税通知書
に記載された金額を納付すればよいこと
になります。

　住民税には均等割・所得割・利子割・
配当割・株式等譲渡所得割の５種類があ
り、課税対象者や課税方法が異なってい
ます。このうち、利子割・配当割・株式
等譲渡所得割は道府県民税のみ課税され
ます。
◆（１）均等割
　均等割とは、条例で定められる一定基
準以上の所得がある納税者について、所
得金額の多少に関係なく均一にかけられ
る税金です。地方税法などでは、標準税
率が下のように規定されています。標準

税率とは通常よるべき税率のことです。
したがって、財政上の必要などから条例
で異なる税率を定めることもでき、実際
に標準税率と異なる税率の自治体もあり
ます。
　なお、住所地以外の市町村にも事務所、
事業所または家屋敷（自己または家族の
居住の目的で住所地以外の場所に設けた
独立性のある住宅）を持っている場合は、
その所在地でも均等割を納付する必要が
あります。

26ページ「所得税計算の流れ」で確認し
て下さい。
　もっとも、所得割と所得税は全く同じ
というわけではなく、いくつか異なる点
もあります。57ページのＱ＆Ａも参照し
て下さい。

◆（３）利子割
　利子割は、所得税の15.315％の源泉徴
収をもって所得税としての課税関係が完
結する源泉分離課税が適用される利子等
について課税します。利子割は道府県民
税として５％を特別徴収することで、住
民税としての課税関係も完結します。

◆（４）配当割
　配当割は、原則として、所得税の
15.315％の源泉徴収が行われた後、所得
税の確定申告をするか否かを選択できる

配当所得（および利子所得）について住
民税の特別徴収を行うものです。道府県
民税として、下表の収入金額に対して５
％の税率で課税します。

　上場株式等の配当所得について、確定
申告を行った場合、住民税では所得割が
課税されます。総合課税を選択した場合
は10％（市町村民税６％、道府県民税４
％）の税率が適用されます。申告分離課
税を選択した場合は、５％（市町村民税
３％、道府県民税２％）の税率が適用さ
れます。
　平成28年１月１日以後に支払われる上
場株式等の利子所得について、確定申告
を行った場合、住民税では所得割が課税
され、５％（市町村民税３％、道府県民

税２％）の税率が適用されます。
　確定申告を行った場合、配当割として
特別徴収された金額は配当割額控除とし
て所得割から控除されます。所得割から
控除しきれない場合は均等割から控除
し、なお控除しきれない場合は還付され
ます。
◆（５）株式等譲渡所得割
　特定口座での上場株式等の譲渡益の所
得税について源泉徴収を選択した場合、
住民税の特別徴収も行われます。これが
株式等譲渡所得割です。特定口座内での
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◆（２）所得割
　所得割とは、納税者の前年の所得金額
に応じて課税されるものです（前年所得
課税）。税額の計算は、①各種所得金額
から基礎控除・配偶者控除などの所得控
除の額を差し引き、②これに各種所得の
税率を適用して算出税額を求めます（総

合課税の所得に対する税率は一律10％
（市町村民税６％、道府県民税４％）で
す）。そして、配当控除や外国税額控除
などの適用があれば、算出税額からこの
税額控除の額を差し引いて、最終的な所
得割の税額を求めます。基本的な仕組み
は所得税と同じですから、計算の流れは

●均等割の標準税率
本則 平成26年度〜平成35年度

市町村民税（特別区民税） 年額3,000円 年額3,500円
道府県民税（都民税） 年額1,000円 年額1,500円

●配当割の対象となるもの

●利子割の対象となるもの

・預貯金の利子
・一般公社債の利子
　　

・私募公社債投資信託の収益分配金
・金融類似商品の収益
　　　　　　　　　　　　　　　など

・上場株式の配当（大口株主が受け取るものを除く）

・公募株式投資信託の収益分配金

・公募会社型投資信託（オープン・エンド型に限る）の配当

　　

・特定公社債の利子
・公募公社債投資信託の収益分配金
・割引債の償還差益のうち一定のもの※

　　　　　　　　　　　　　　など
※　�割引債の償還差益のうち、特定口座に受け入れられているものおよび平成27年12月31日までに発行され

発行時源泉徴収が行われたものについては配当割の課税対象となりません。また、割引債の償還差益に
つき配当割が課税される場合、他の配当割が課税される利子所得・配当所得とは異なり、確定申告が必
要です。
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住民税が課税されない人とは

　下の①〜③の条件に該当する人は、均
等割と所得割（ただし、分離課税となる

退職所得の所得割は除きます）が非課税
になります。

■所得割のみ非課税になる人　�

■均等割と所得割が非課税になる人　�

　以下の条件に該当する人は、所得割（分
離課税となる退職所得の所得割を除く）

が非課税になります。ただし、均等割は
課税されます。

住民税（所得割）の計算方法と納税
3

　住民税における所得金額は、原則とし
て前年の所得税における所得金額と同じ
です（前年所得課税）。つまり、平成27
年の所得税の総所得金額、山林所得金額、
退職所得金額（現年所得課税された退職
所得を除きます）、土地・建物等の譲渡

所得金額などが、おおむね平成28年度
住民税の各所得金額になります。
　このように、住民税と所得税の所得金
額は１年ずれるだけで、税額計算上の仕
組みはおおよそ同じです。ただし、次の
Q&Aのように異なる点もあります。

－2

所得金額の求め方

所得税と所得割の違い

　 所得税も所得割も、納税者
の１年間の所得に対して課

される税ですから、基本的な仕組み
は同じです。ただし、いくつか異な

る点もあります。
　両者の主な相違点は以下の通りで
す。

所得税と住民税の所得割の仕組みはとてもよく似ていま
すが、税額控除など異なる点もあるように思います。ほ
かにどのような違いがあるのか教えてください。

上場株式等の譲渡により発生した一定の
譲渡益に対し、道府県民税として５％の
税率で徴収されます。特定口座で源泉徴
収を選択していれば、申告が不要になり
ます。
　確定申告を行った場合は、所得割とし
て５％（市町村民税３％、道府県民税２
％）の税率で課税されます。株式等譲渡
所得割として特別徴収された金額は株式
等譲渡所得割額控除として所得割から控
除されます。所得割から控除しきれない
場合は均等割から控除し、なお控除しき

れない場合は還付されます。
　　
　以上５つの住民税のうち、利子割は特
別徴収で課税関係が終了する源泉分離課
税であり、配当割や株式等譲渡所得割に
ついても、申告不要を選択した場合には
実質的に源泉分離課税と同様の取扱いと
なります。
　住民税の中では所得割の計算が最も複
雑ですので、57ページ以降で所得割の
計算方法を説明します。

①生活保護法による生活扶助を受けている人
②�障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人
③�所得割が課税されない人のうち、前年の合計所得金額が一定額以下の人

前年の合計所得金額（総所得金額＋退職所得金額※1などの分離課税の所得
金額）≦（本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数）×最高35万円
　　　　　＋最高32万円※2

※1　前年に現年所得課税された退職所得は除きます。
※2　控除対象配偶者または扶養親族がいる場合のみ加算されます。

●所得税と所得割の違い（平成28年分所得に対する課税）
項　目 所得税での取扱い 所得割での取扱い

課税対象 現年所得課税 前年所得課税 退職所得は除く

課税（納税）方式 申告納税方式 賦課課税方式 道府県・市町村が税額を計算
し、納税者に通知

総合課税の税率 ５〜45％の超過累進税率 （一律）10％
一般株式等の少額配当 申告不要を選択可 総合課税 所得税とは別に申告が必要
エンジェル税制（寄附金控除制度）※ 適用あり 適用なし

純損失の繰戻還付 青色申告者は純損失の繰
戻還付を選択可 繰戻還付は選択不可 所得割では繰越控除のみ認め

られる
給与所得・退職所得、公的年金
の雑所得以外の所得のある給与
所得者・年金所得者の申告要否

20万円以下は確定申告不
要 20万円以下でも申告が必要

復興特別所得税 所得税と併せて納付 （所得割には影響せず）

※　エンジェル税制について、詳細は83ページを参照して下さい。
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